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(57)【要約】
【課題】光散乱のための微粒子を含有させるものであり
ながら黄色度が十分に抑制された光を出射できる導光板
を提供する。
【解決手段】この発明の導光板３は、透明樹脂中に微粒
子が分散されてなり、前記透明樹脂の屈折率と前記微粒
子の屈折率の差の絶対値を「Δｎ」とし、前記微粒子の
累積５０％粒子径を「Ｄ50」（μｍ）としたとき、０．
３０≦Δｎ×Ｄ50≦０．７０の関係式が成立し、３００
ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線透過率が３
５％以上であることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明樹脂中に微粒子が分散されてなる導光板であって、
  前記透明樹脂の屈折率と前記微粒子の屈折率の差の絶対値を「Δｎ」とし、前記微粒子
の累積５０％粒子径を「Ｄ50」（μｍ）としたとき、０．３０≦Δｎ×Ｄ50≦０．７０の
関係式が成立し、
  ３００ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線透過率が３５％以上であることを特
徴とする導光板。
【請求項２】
  前記微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）が３～７μｍの範囲である請求項１に記載の導
光板。
【請求項３】
  前記透明樹脂の屈折率と前記微粒子の屈折率の差の絶対値（Δｎ）が０．０８～０．１
３である請求項１または２に記載の導光板。
【請求項４】
  導光板における前記微粒子の含有率が０．２～２０ｐｐｍである請求項１～３のいずれ
か１項に記載の導光板。
【請求項５】
  前記透明樹脂がＰＭＭＡであり、前記微粒子がスチレン系重合体微粒子である請求項１
～４のいずれか１項に記載の導光板。
【請求項６】
  請求項１～５のいずれか１項に記載の導光板を備えたことを特徴とする面光源装置。
【請求項７】
　液晶パネルの背面側に請求項６に記載の面光源装置が配置されたことを特徴とする液晶
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、光散乱のための微粒子を含有しつつも黄色度が十分に抑制された導光板に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置や照明装置等のバックライトとしては、例えば導光板の側方に冷陰極ラン
プを配置し、該冷陰極ランプからの光を導光板背面に形成されたドットパターンやプリズ
ム部等により反射させて導光板前面から光を均一に出射できるように構成したものが公知
である。
【０００３】
　このようなバックライト用の導光板としては、アクリル系樹脂等の透明樹脂中に微粒子
が分散されてなる導光板が公知であり、この導光板は、微粒子の含有によって光散乱させ
ることができて輝度均一性に優れている（特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－７６５２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記のような透明樹脂中に微粒子が分散されてなる導光板は、透過光が
少し黄色味を帯びやすく（ＹＩ値が大きく）、この導光板を用いて構成された液晶表示装
置は、画像が僅かに黄色味を帯びていて高品位な画像が得られないという問題があった。
即ち、自然で高品位なカラー表示を実現できないという問題があった。
【０００５】
　この発明は、かかる技術的背景に鑑みてなされたものであって、光散乱のための微粒子
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を含有させるものでありながら黄色度が十分に抑制された光を出射できる導光板及び白色
度の高い光を出射できる面光源装置並びに自然で高品位なカラー表示を実現できる液晶表
示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
  前記目的を達成するために、本発明者は鋭意検討した結果、
１）微粒子の累積５０％粒子径Ｄ50（μｍ）
２）透明樹脂の屈折率と微粒子の屈折率の差の絶対値Δｎ
３）３００ｍｍの光路長でのＹＩ（イエローインデックス）
これら相互の間に関連性があることを見出し、この関連性に着目してさらに鋭意研究した
結果、０．３０≦Δｎ×Ｄ50≦０．７０の関係式が成立する場合において、出射光のＹＩ
値を十分に低減できることを見出すに至り、この発明を完成したものである。即ち、本発
明は以下の手段を提供する。
【０００７】
　［１］透明樹脂中に微粒子が分散されてなる導光板であって、
  前記透明樹脂の屈折率と前記微粒子の屈折率の差の絶対値を「Δｎ」とし、前記微粒子
の累積５０％粒子径を「Ｄ50」（μｍ）としたとき、０．３０≦Δｎ×Ｄ50≦０．７０の
関係式が成立し、
  ３００ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線透過率が３５％以上であることを特
徴とする導光板。
【０００８】
　［２］前記微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）が３～７μｍの範囲である前項１に記載
の導光板。
【０００９】
　［３］前記透明樹脂の屈折率と前記微粒子の屈折率の差の絶対値（Δｎ）が０．０８～
０．１３である前項１または２に記載の導光板。
【００１０】
　［４］導光板における前記微粒子の含有率が０．２～２０ｐｐｍである前項１～３のい
ずれか１項に記載の導光板。
【００１１】
　［５］前記透明樹脂がＰＭＭＡであり、前記微粒子がスチレン系重合体微粒子である前
項１～４のいずれか１項に記載の導光板。
【００１２】
　［６］前項１～５のいずれか１項に記載の導光板を備えたことを特徴とする面光源装置
。
【００１３】
　［７］液晶パネルの背面側に前項６に記載の面光源装置が配置されたことを特徴とする
液晶表示装置。
【発明の効果】
【００１４】
　［１］の発明では、０．３０≦Δｎ×Ｄ50≦０．７０の関係式が成立する構成であるの
で、即ちこのような関係式を満足する微粒子は、可視光のどの波長の光も同程度に散乱さ
せることができるので、導光板の光出射面から出射される光の黄色味が十分に低減され、
実質的に黄色味を帯びていない白色度の高い光を出射できる。また、３００ｍｍの光路長
で測定された可視光の平均光線透過率が３５％以上であるから、高輝度化を図ることがで
きる。
【００１５】
　［２］の発明では、微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）が３～７μｍの範囲であるから
、表面荒れを抑制することができ、導光板の表面をより平滑にすることができる。
【００１６】
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　［３］の発明では、透明樹脂の屈折率と微粒子の屈折率の差の絶対値（Δｎ）が０．０
８～０．１３であるから、屈折率がこのような範囲であれば、所望の光散乱のために要す
る微粒子の含有量は少なくて済み、このような微粒子含有量の低減により、加工性を向上
できる。
【００１７】
　［４］の発明では、導光板における微粒子の含有率が０．２～２０ｐｐｍであるから、
微粒子の凝集等による微粒子の偏在を低減できるという効果を奏する。
【００１８】
　［５］の発明では、透明樹脂がＰＭＭＡであり、微粒子がスチレン系重合体微粒子であ
り、これらＰＭＭＡ及びスチレン系重合体は共に光の吸収が少なく透明性が高いことから
、輝度をさらに向上させることができる。
【００１９】
　［６］の発明では、実質的に黄色味を帯びていない白色度の高い光を高輝度で出射でき
る。
【００２０】
　［７］の発明では、面光源装置から実質的に黄色味を帯びていない白色度の高い光が高
輝度で出射されるから、液晶パネルの色を正確に再現することができて、黄色味を帯びる
ことなく自然で高品位な明るいカラー表示を実現できる液晶表示装置が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　この発明に係る液晶表示装置（１）の一実施形態を図１に示す。この液晶表示装置（１
）は、面光源装置（９）と、該面光源装置（９）の前面側に配置された液晶パネル（３０
）とを備えている。
【００２２】
　前記液晶パネル（３０）は、相互に離間して平行状に配置された上下一対の透明電極（
１２）（１３）の間に液晶（１１）が封入されてなる液晶セル（２０）と、該液晶セル（
２０）の上下両側に配置された偏光板（１４）（１５）とを備えてなる。これら構成部材
（１１）（１２）（１３）（１４）（１５）によって画像表示部が構成されている。なお
、前記透明電極（１２）（１３）の内面（液晶側の面）にはそれぞれ配向膜（図示しない
）が積層されている。
【００２３】
　前記面光源装置（９）は、前記下側の偏光板（１５）の下面側（背面側）に配置されて
いる。この面光源装置（９）は、平面視矩形状で上面側（前面側）が開放された薄箱型形
状のランプボックス（５）と、該ランプボックス（５）内に収容された導光板（３）及び
光源（２）と、前記ランプボックス（５）に対してその開放面を塞ぐように載置されて固
定された光拡散板（４）とを備えている。前記光源（２）は、前記導光板（３）の側方位
置に配置されている、即ち導光板（３）の一側面に対して接触状態に配置されている。前
記ランプボックス（５）は、白色のアクリル系樹脂板で製作されている。前記導光板（３
）の背面（３ａ）には白色インクによるドット印刷部（ドットパターン）が形成されてい
て、前記光源（２）から導光板（３）内にその一側面から入射した光を該ドット印刷部に
より反射させることによって、導光板の前面、即ち光出射面（３ｂ）から光を均一に出射
できるものとなされている。
【００２４】
　前記導光板（３）は、透明樹脂中に微粒子が分散されてなる樹脂組成物の板状体からな
る。
【００２５】
  前記導光板（３）は、次のような関係式が成立するように構成されている。即ち、前記
透明樹脂の屈折率と前記微粒子の屈折率の差の絶対値を「Δｎ」とし、前記微粒子の累積
５０％粒子径を「Ｄ50」（μｍ）としたとき、０．３０≦Δｎ×Ｄ50≦０．７０の関係式
が成立する。即ち、このような関係式を満足する透明樹脂および微粒子により前記導光板
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（３）が構成されている。
【００２６】
　更に、前記導光板（３）は、３００ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線透過率
が３５％以上である。
【００２７】
　上記構成に係る導光板（３）は、０．３０≦Δｎ×Ｄ50≦０．７０の関係式が成立する
構成であり、このような関係式を満足する微粒子は、可視光のどの波長の光も同程度に散
乱させることができるので、導光板（３）の光出射面（３ｂ）から出射される光の黄色味
が十分に低減され、実質的に黄色味を帯びていない白色度の高い光を出射できる。また、
３００ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線透過率が３５％以上であるから、高輝
度光を出射することができる。
【００２８】
　従って、前記液晶表示装置（１）では、面光源装置（９）から実質的に黄色味を帯びて
いない白色度の高い光が高輝度で液晶パネル（３０）に向けて出射されるから、液晶パネ
ル（３０）の色を正確に再現することができて、黄色味を帯びることなく自然で高品位な
明るいカラー表示を実現できる。
【００２９】
　なお、Δｎ×Ｄ50＜０．３０または０．７０＜Δｎ×Ｄ50の関係式が成立する場合には
、出射光が黄色味を帯びてしまい、面光源装置（９）から白色度の高い拡散光を出射させ
ることができない。従って、この場合には自然で高品位なカラー表示を実現できる液晶表
示装置を構成することはできない。
【００３０】
　中でも、０．３５≦Δｎ×Ｄ50≦０．６５の関係式が成立する構成であるのが、より白
色度の高い光を出射できる点で、好ましい。
【００３１】
  前記導光板（３）としては、透明樹脂中に微粒子が分散されてなる樹脂組成物の板状体
であれば特に限定されずどのようなものでも使用できる。
【００３２】
　前記透明樹脂としては、例えばメタクリル樹脂（ＰＭＭＡ等）、ポリカーボネート樹脂
、ＡＢＳ樹脂（アクリロニトリル－スチレン－ブタジエン共重合体樹脂）、ＭＳ樹脂（メ
タクリル酸メチル－スチレン共重合体樹脂）、ポリスチレン樹脂、ＡＳ樹脂（アクリロニ
トリル－スチレン共重合体樹脂）、ポリオレフィン樹脂（ポリエチレン、ポリプロピレン
等）などが挙げられる。
【００３３】
　前記微粒子としては、前記導光板（３）を構成する透明樹脂と屈折率が相違する微粒子
であって透過光を拡散し得るものであれば特に限定されずどのようなものでも使用できる
。例えば、ガラスビーズ、シリカ粒子、水酸化アルミニウム粒子、炭酸カルシウム粒子、
硫酸バリウム粒子、酸化チタン粒子、タルク等の無機粒子や、スチレン系重合体粒子、ア
クリル系重合体粒子、シロキサン系重合体粒子等の樹脂粒子などが挙げられる。
【００３４】
  前記微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）は、３～７μｍの範囲であるのが好ましい。３
μｍ以上であることで透過光を十分に散乱させることができると共に７μｍ以下であるこ
とで導光板（３）の光出射面（３ｂ）等の表面をより平滑にすることができる。
【００３５】
  前記透明樹脂の屈折率と前記微粒子の屈折率の差の絶対値Δｎは、０．０８～０．１３
に設定されるのが好ましい。屈折率の差の絶対値Δｎがこのような範囲であれば、所望の
光散乱を得るために要する微粒子の含有量は少なくて済み、このような微粒子含有量の低
減によって、加工性を向上できる利点がある。
【００３６】
  前記導光板（３）における前記微粒子の含有率は０．２～２０ｐｐｍに設定されるのが
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好ましい。０．２ｐｐｍ以上とすることで透過光を十分に散乱させることができると共に
２０ｐｐｍ以下であることで微粒子の凝集等による微粒子の偏在を低減できる。中でも、
前記導光板（３）における微粒子の含有率は０．５～１０ｐｐｍに設定されるのがより好
ましい。
【００３７】
　前記導光板（３）には、例えば紫外線吸収剤、熱安定剤、酸化防止剤、耐候剤、光安定
剤、蛍光増白剤、加工安定剤等の各種添加剤を添加含有せしめても良い。また、この発明
の効果を阻害しない範囲であれば、前記特定の関係式を満足する微粒子以外の他の微粒子
を添加することもできる。
【００３８】
  前記導光板（３）の厚さは、特に限定されないが、通常は０．０５～１５ｍｍであり、
好ましくは０．１～１０ｍｍであり、より好ましくは０．５～５ｍｍである。
【００３９】
　本発明では、前記導光板（３）が、３００ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線
透過率が３５％以上であることによって、高輝度化を図ることができるのであるが、中で
も、前記導光板（３）は、３００ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線透過率が５
０％以上であるのが好ましく、特に好ましいのは６０％以上である。
【００４０】
　前記導光板（３）の製造方法としては、樹脂板の成形方法として公知の成形法を用いる
ことができ、特に限定されないが、例えば熱プレス法、溶融押出法、射出成形法等が挙げ
られる。
【００４１】
　この発明において、前記導光板（３）は、次のような処理加工が施されていても良い。
即ち、例えば、周側面（５１）が研磨処理されていても良いし、光出射面（３ｂ）に均一
光にするための光拡散処理が施されていても良いし、背面（３ａ）に白色インク等を用い
たドット印刷、プリズムの形成等の光拡散処理が施されていても良いし、或いは導光板の
光出射面（３ｂ）以外の面に、銀蒸着されたシートやフィルム等の光反射層が設けられて
いても良い。
【００４２】
　上記実施形態（図１）では、導光板（３）の４つの側面（５１）のうち一側面側に光源
（２）が配置された構成が採用されていたが、特にこのような構成に限定されるものでは
なく、例えば、導光板（３）における対向する一対の側面にそれぞれ光源（２）が配置さ
れた構成を採用しても良い。
【００４３】
　なお、前記光源（２）としては、特に限定されるものではないが、例えば冷陰極管、熱
陰極管、ＥＥＦＬ（外部電極蛍光ランプ）等の線状光源の他、発光ダイオード（ＬＥＤ）
等の点状光源などが用いられる。
【００４４】
　この発明に係る導光板（３）、面光源装置（９）及び液晶表示装置（１）は、上記実施
形態のものに特に限定されるものではなく、請求の範囲内であれば、その精神を逸脱する
ものでない限りいかなる設計的変更をも許容するものである。
【実施例】
【００４５】
　次に、この発明の具体的実施例について説明するが、本発明はこれら実施例のものに特
に限定されるものではない。
【００４６】
　＜実施例１＞
　ＰＭＭＡ（ポリメチルメタアクリレート）（住友化学株式会社製「スミペックスＥＸＮ
」、屈折率：１．４９）に、ポリスチレン樹脂微粒子（積水化成品工業株式会社製「ＳＢ
Ｘ－４」、屈折率：１．５９）をその含有率が０．５ｐｐｍとなるように混ぜてヘンシェ
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ルミキサーで混合した後、スクリュー径４０ｍｍの１軸押出機で溶融混練して樹脂温度２
６５℃でＴダイから押出すことによって、厚さ４ｍｍ、幅２０ｃｍの導光板を製作した。
なお、前記ポリスチレン樹脂微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）は３．７（μｍ）であっ
た。
【００４７】
　＜実施例２＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を１ｐｐｍに設定した以外は、実施例１と同様にして
導光板を製作した。
【００４８】
　＜実施例３＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を３ｐｐｍに設定した以外は、実施例１と同様にして
導光板を製作した。
【００４９】
　＜実施例４＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を１０ｐｐｍに設定した以外は、実施例１と同様にし
て導光板を製作した。
【００５０】
　＜実施例５＞
　ＰＭＭＡ（ポリメチルメタアクリレート）（住友化学株式会社製「スミペックスＥＸＮ
」、屈折率：１．４９）に、ポリスチレン樹脂微粒子（積水化成品工業株式会社製「ＳＢ
Ｘ－６」、屈折率：１．５９）をその含有率が０．５ｐｐｍとなるように混ぜてヘンシェ
ルミキサーで混合した後、スクリュー径４０ｍｍの１軸押出機で溶融混練して樹脂温度２
６５℃でＴダイから押出すことによって、厚さ４ｍｍ、幅２０ｃｍの導光板を製作した。
なお、前記ポリスチレン樹脂微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）は５．８（μｍ）であっ
た。
【００５１】
　＜実施例６＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を１ｐｐｍに設定した以外は、実施例５と同様にして
導光板を製作した。
【００５２】
　＜実施例７＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を５ｐｐｍに設定した以外は、実施例５と同様にして
導光板を製作した。
【００５３】
　＜比較例１＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を２１ｐｐｍに設定した以外は、実施例５と同様にし
て導光板を製作した。
【００５４】
　＜比較例２＞
　ＰＭＭＡ（ポリメチルメタアクリレート）（住友化学株式会社製「スミペックスＥＸＮ
」、屈折率：１．４９）に、ポリスチレン樹脂微粒子（積水化成品工業株式会社製「ＸＸ
５２Ｋ」、屈折率：１．５９）をその含有率が０．５ｐｐｍとなるように混ぜてヘンシェ
ルミキサーで混合した後、スクリュー径４０ｍｍの１軸押出機で溶融混練して樹脂温度２
６５℃でＴダイから押出すことによって、厚さ４ｍｍ、幅２０ｃｍの導光板を製作した。
なお、前記ポリスチレン樹脂微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）は２．８（μｍ）であっ
た。
【００５５】
　＜比較例３＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を１ｐｐｍに設定した以外は、比較例２と同様にして
導光板を製作した。
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【００５６】
　＜比較例４＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を３ｐｐｍに設定した以外は、比較例２と同様にして
導光板を製作した。
【００５７】
　＜比較例５＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を１０ｐｐｍに設定した以外は、比較例２と同様にし
て導光板を製作した。
【００５８】
　＜比較例６＞
　ＰＭＭＡ（ポリメチルメタアクリレート）（住友化学株式会社製「スミペックスＥＸＮ
」、屈折率：１．４９）に、ポリスチレン樹脂微粒子（積水化成品工業株式会社製「ＳＢ
Ｘ－８」、屈折率：１．５９）をその含有率が０．５ｐｐｍとなるように混ぜてヘンシェ
ルミキサーで混合した後、スクリュー径４０ｍｍの１軸押出機で溶融混練して樹脂温度２
６５℃でＴダイから押出すことによって、厚さ４ｍｍ、幅２０ｃｍの導光板を製作した。
なお、前記ポリスチレン樹脂微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）は７．９（μｍ）であっ
た。
【００５９】
　＜比較例７＞
  ポリスチレン樹脂微粒子の含有率を１０ｐｐｍに設定した以外は、比較例６と同様にし
て導光板を製作した。
【００６０】
　＜比較例８＞
　ＰＭＭＡ（ポリメチルメタアクリレート）（住友化学株式会社製「スミペックスＥＸＮ
」、屈折率：１．４９）に、アクリル樹脂微粒子（株式会社日本触媒製「エポスターＭＡ
１００２」、屈折率：１．４９２）をその含有率が１０００ｐｐｍとなるように混ぜてヘ
ンシェルミキサーで混合した後、スクリュー径４０ｍｍの１軸押出機で溶融混練して樹脂
温度２６５℃でＴダイから押出すことによって、厚さ４ｍｍ、幅２０ｃｍの導光板を製作
した。なお、前記アクリル樹脂微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）は２．０（μｍ）であ
った。
【００６１】
　＜微粒子の累積５０％粒子径の測定方法＞
  微粒子の累積５０％粒子径（Ｄ50）は、日機装株式会社製マイクロトラック粒度分析計
（モデル９２２０ＦＲＡ）を用いてレーザー光源前方散乱光のフラウンホーファ回折法に
より測定した。測定に際しては、０．１ｇ程度の微粒子をメタノール中に分散させて分散
液を得、この分散液に超音波を５分間照射した後、該分散液を前記マイクロトラック粒度
分析計のサンプル投入口に投入して測定を行った。なお、累積５０％粒子径（Ｄ50）は、
全粒子の粒子径及び体積を測定し、小さい粒子径のものから順次体積を積算し、該積算体
積が全粒子の合計体積に対して５０％となる粒子の粒子径である。
【００６２】
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【表１】

【００６３】
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【表２】

【００６４】
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  上記のようにして得られた各導光板について下記評価法に従い評価を行った。その結果
を表１、２に示す。
【００６５】
　＜光路長３００ｍｍでの可視光の平均光線透過率の測定法＞
  図２に示すように、得られた導光板を幅５０ｍｍ×長さ３００ｍｍの大きさに切断した
後、４つの側面（５１）を研磨機（朝日メガロ社製「プラビューティー１０００」）で研
磨して測定試験片（５０）を作製した。この測定試験片を日立製作所製プラスチック特性
測定システム（Ｕ－３４１０型分光光度計及び大型試料室積分球付属装置で構成される）
で３００ｍｍの光路長で波長３８０～７８０ｎｍの範囲で５ｎｍ刻みで各波長毎の光線透
過率を測定し、このようにして得られた光線透過率の算術平均値を「可視光の平均光線透
過率」とした。
【００６６】
　＜ＹＩ（イエローインデックス）の評価法＞
図２に示すように、得られた導光板を幅５０ｍｍ×長さ３００ｍｍの大きさに切断した後
、４つの側面（５１）を研磨機（朝日メガロ社製「プラビューティー１０００」）で研磨
して測定試験片（５０）を作製した。この測定試験片を日立製作所製プラスチック特性測
定システム（Ｕ－３４１０型分光光度計及び大型試料室積分球付属装置で構成される）で
３００ｍｍの光路長で波長３８０～７８０ｎｍの範囲で５ｎｍ刻みで各波長毎の光線透過
率を測定し、これよりＹＩ（イエローインデックス）を算出した。なお、ＹＩが２．０以
下であるものを合格とした。
【００６７】
　表１から明らかなように、この発明の実施例１～７の導光板は、ＹＩが十分に低減され
ているので、実質的に黄色味を帯びていない白色度の高い光を出射できる。また、３００
ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線透過率が３５％以上であるから、十分な輝度
を確保できる。
【００６８】
  これに対し、この発明の規定範囲を逸脱する比較例１～８の導光板では、ＹＩが大きい
値であった。
【００６９】
　なお、実施例１、５と比較例２、６の対比から、（Δｎ×Ｄ50）が０．３０より小さい
場合にはＹＩが大きくなり、（Δｎ×Ｄ50）が０．７０より大きい場合にはＹＩが大きく
なるのに対し、（Δｎ×Ｄ50）が０．３０～０．７０の範囲であればＹＩが十分に小さく
なることがわかる。
【００７０】
　また、実施例２、６と比較例３の対比から、（Δｎ×Ｄ50）が０．３０より小さい場合
にはＹＩが大きくなるのに対し、（Δｎ×Ｄ50）が０．３０～０．７０の範囲であればＹ
Ｉが十分に小さくなることがわかる。
【００７１】
  また、実施例３と比較例４の対比から、（Δｎ×Ｄ50）が０．３０より小さい場合には
ＹＩが大きくなるのに対し、（Δｎ×Ｄ50）が０．３０～０．７０の範囲であればＹＩが
十分に小さくなることがわかる。
【００７２】
  また、実施例４と比較例５、７の対比から、（Δｎ×Ｄ50）が０．３０より小さい場合
にはＹＩが大きくなり、（Δｎ×Ｄ50）が０．７０より大きい場合にはＹＩが大きくなる
のに対し、（Δｎ×Ｄ50）が０．３０～０．７０の範囲であればＹＩが十分に小さくなる
ことがわかる。
【００７３】
  また、実施例５～７と比較例１の対比から、導光板中の微粒子の含有率が２０ｐｐｍを
超えると、３００ｍｍの光路長で測定された可視光の平均光線透過率が３５％より小さく
なる上に、ＹＩも大きくなることがわかる。
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【００７４】
　また、実施例６と比較例８の対比から、平均光線透過率がほぼ同等であっても、（Δｎ
×Ｄ50）が０．３０より小さい場合にはＹＩが大きくなるのに対し、（Δｎ×Ｄ50）が０
．３０～０．７０の範囲であればＹＩが十分に小さくなることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　この発明に係る導光板は、面光源装置用の導光板として好適に用いられるが、特にこの
ような用途に限定されるものではない。また、この発明の面光源装置は、液晶表示装置用
のバックライトとして好適に用いられるが、特にこのような用途に限定されるものではな
く、例えばその他の表示装置用、照明装置用、看板用等として用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】この発明に係る液晶表示装置の一実施形態を示す模式的側面図である。
【図２】光路長３００ｍｍでの可視光の平均光線透過率の測定法の説明図である。
【符号の説明】
【００７７】
１…液晶表示装置
２…光源
３…導光板
９…面光源装置
３０…液晶パネル

【図１】

【図２】
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